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はじめに

 「教育改革とは説明責任を明らかにすること

にほぼ等しい」。この言葉は，今日の高等教育

界の動きをよく反映している'）。グローバル時

代の教育にとって最も大きな挑戦の一つは，国

内だけでなく，世界中の大学間で等しく価値が

認められ導入されうる評価基準制度を構築する

ことである。例えば，世界の二大学の学位を同

時に取得する制度などは，カリキュラムやシラ

バスの評価，学生評価や教員評価，学部学科や

大学の評価などを含めて，異なる高等教育文化

とシステム間で説明責任を明らかにしていくこ

とによって生まれたものである2）。説明責任と

は，教育の過程につぎ込むあらゆる資源と努力

という投資が，最大源の結果をもたらすことを

確認するための行動指針のことをいう3）。グロー

バル時代の今日，教育改革が求めるような説明

責任を果たすべき領域は，大学評価や教員評価

など多岐にわたる。その一領域に学生評価があ
る4）。

 学生評価については近年日本においてアメリ

カやカナダ，その他の国々で使われているグレv一一・一

ド・ポイント・アベレージ制度（以下，GPA

制度という）を採用する大学が増え，2004年4

月から本学もここに加わることとなった。この

ような教育改革への動きは，成績の意味や，教

育のプロセスにおいて学習された結果を測定す

る方法と道具の正当性，また成績結果の表現の

適切性などについて問い直す機会となっている。

すなわち，受け取った成績が妥当な評価方法で

測られたものであり，かつ成績評価が公正で倫

理的になされ，受け取った成績に意味があり利

用できるものであるか否かを，成績評価に関わ

る当事者である学生や教員，その親や大学，そ

して，評価される学生が送り込まれる場である

とともに出て行く場でもある地域社会などが確

認し，確信できる機会を用意することの重要性

が問い直されているのである。学生が履修する

個々の科目の成績や単位を集約したものが，学

生の修得したコースや学部学科での学修結果の

全体像としてどのような意味をなすのか。社会

に出て行くときに学生が所有している成績ない

し評価は，その大学の教育の質を反映している

とともに，教育の質が説明できるものであるべ

きではないのか。大学の教育の質が説明できる

国際基準を用いれば，その基準を採用する世界

の大学間で通用する「言語」となり，その学生

の到達した教育レベルを証明し保証すること

につながらないか。このような課題と挑戦が，

GPA制度という一つのグローバルスタンダー

ドを生み出す経緯となっている。

 そこで，本稿ではまず「学生評価」について

論議されている文献をもとに，成績評価の意味

や目的についてたどり，学生評価に新しい制度

を持ち込む利点や課題について言及する。さら

に，「GPA制度」という新しい学生評価方法の

導入をめぐって展開された議論からその問題点

と課題のいくつかを取り上げ，本学で採用され

たGPA制度の発展的利用について考えてみる。

本稿では，これらの新しい学生評価制度の一考

察を通して，地域社会をはじめとし，国家の枠

を超えた地球社会に対して高等教育が果たすべ

き説明責任を明確にするためには，学生評価制

度に国際基準を用いることが必要であることを
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強調したい。

1．新しい評価制度の必要性について

 日本において従来行なわれてきた成績評価お

よび学生評価のあり方を変えるべきだという理

由には大きく三つある。そのなかで最も重要な

第一の理由は，評価は教育現場である日々の授

業において学生と教員の双方が学習をより良い

方向にもっていくためのフィードバックとなる

べきであり，学習を改善する動機づけとなるべ

きであるという考え方である。欧米では，高品

質の学生のみを卒業させるために，まず大学入

学試験という「欠陥品」を取り除く品質検査を

課し，入学後のさまざまな試験を通して学生を

序列化し選別するような旧来のパラダイムから

脱する試みがなされている。学生の取り組みを

見守り，学生がつまずいたときに失敗の原因を

点検し，修正できる機会を用意し，支え合い助

け合う学生間・教員間・学生と教員間の人間交

流過程を重視する。新しい教育のパラダイムで

ある5＞。これに伴って成績評価や学生評価に対

する考え方も変化し，学生のつまずきを察知し

てフィードバックや支援を行なう機会を用意し，

学習を高め動機づけるために行なわれるべきと

いう考え方になっている。

 アメリカのGPA制度のもとでは，学生は学

期末のただ一回の試験のみで評価されるのでは

なく，数回にわたる小テストや中間試験なども

受けることが多い6）。そのような小テストは，

フィードバックとして学生たちにどのように受

け止められているのだろうか。ある小テストで，

ほとんどの学生が100点満点中70点から80点を

受け取ったとする。その中で，仮に87点だった

3人の学生を比較してみよう。授業に真剣に取

り組んできたある学生は，その得点に不満かも

しれない。最終的な評価では目標としている

「A（4）」に到達できそうだが，小テストの問

題自体に疑問がある。そういった場合，オフィ

スアワーに担当教員を訪ね，疑問について問う

だろう。その結果として疑問が解決できれば学

習はさらに進み，学習した内容をより明確にす

ることにつながる。スポーツ活動に多くの時間

を注いできた別の学生は，GPAが下がり学習

支援を要する仮及第期間（academic proba-

tion）に落とされることを恐れている。87点で

あったことにほっとし，このまま学習を継続す

れば最終的には「C（2）」を維持できると確認

できたため，スポーツ活動に専念するかもしれ

ない。一方，この科目に自信がなかった別の学

生は87点で満足するかもしれない。思いのほか

良い点が取れたと思ったこの学生は，成果が目

に見えたことで学習の仕方について何かが会得

できたと感じるかもしれない。以前の小テスト

で低い点を取ったので，オフィスアワーに担当

教員の指導を受け，理解できない内容について

質問をしたり，学習の仕方についてアドバイス

を受けたりしていた。今回の小テストで87点が

取れたということは，今以上に努力すれば，自

信がなく苦手だと感じていた科目においても，

最終的には「B（3）」を得ることも可能である

ということに気づき始めている。

 これらの例が示すように，個々の学生は一つ

一つの履修科目に対して異なった学習ニーズや

学習動機，また最終目標や期待をもっており，

同じ得点の解釈にもさまざまあるということが

前提となっている。教員はこのような違いを尊

重した上で，成績評価の一つの目的は個々の学

生が自らの学習過程や到達レベルを確認できる

プロセスを用意することであると認識している。

このようなプロセスのなかでいくつかの成績評

価が積み重ねられ，学生も教員も納得できる最

終的な学生評価につながっていく。では，この

小テストの結果を教員はどう利用するだろうか。

例えば，ほとんどの学生が100点満点中70点か

ら80点を獲得したことについて，自らの教授法

が効果をあらわしたと評価するかもしれない。

そして，多くの学生がつまずいた問題内容を見

直し，次の授業で解説を加えるのか，同じ領域

の学習にもっと時間を費やすのか，あるいはオ

フィスアワーを使って個別に学習を支援するの

かなど，対策を練ることができる。このように，

成績評価は教員にもフィードバックの機会を用

意するのであり，このような使い方がされるこ

とによって学生評価は大きな意味をもつのであ

るQ

 ここで述べたような授業風景は，日本の大学
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ではまだ見られることが少ない。日米間の学校

文化や学習習慣などの違いから，日本において

は成績について話し合うことは積極的になされ

てこなかったし，その機会や時間も用意されて

こなかった。成績への質問だけでなく，授業中

に質問をすることにも消極的な傾向が強い。ま

た学生だけでなく，質問されることに教員側が

慣れていない場合もまだ多い。一方，日々の授

業に課題をやってこなくても，授業に積極的に

参加しなくても，学生に特別な罰則が課せられ

ることは少なく，同時に，すぐれた学習結果を

示した学生に特別な報奨が用意されるというこ

とも少ない。学期末の一回の試験で成績が出さ

れ学生評価がなされることが多く，学生が自ら

の学習過程を振り返り軌道修正を行なうための

フィードバックや，教員がより良い授業を行な

うためのフィードバックも少ないという現状と

なっている。このような状況を改善するために

は，成績評価や学生評価の目標に，フィードバッ

クによる学生の学習改善や教員の授業改善を加

えることが必要である。

 従来の学生評価を考え直す必要性の第二の理

由は，海外留学する日本人学生の増加と，海

外から日本への留学者数の増加である。後者は

2003年に10万人を越えている7）。前者について

も相当数いることが考えられ，2003年の中央教

育審議会答：申を受けて，日本人の海外留学支援

にも力が入れられることになった。このような

双方向の留学者数の増加にともなって，特に一

年程度の交換留学生に関して，また大学院への

留学希望者に対して，世界の大学問で交換可能

な単位認定制度の整備や学生評価システム導入

の必要性が唱えられている。GPA制度は，世

界の大学間に学生評価についての共通の言語を

用意する。本学でいえば，学生交流協定を結ん

でいる韓国の慶南大学校，中国の曲阜師範大学，

またカナダのビショップス大学，アメリカのセ

ンター大学でGPA制度を導入しており，本学

との間でGPAを用いて交換留学生の選抜を行

なったり，交換する学生の成績情報としたり，

帰国する学生の単位認定や成績認定に利用する

ことが可能となる8）。

 さらに第三の理由として，近年日本の高等教

育で進められている教育改革と大学評価がある。

大学評価項目には教育成果の評価が含まれてお

り，教員による学生評価（試験・採点・成績評

価など）だけでなく，教員の評価（学生による

授業評価・教員によるポートフォリオなど）も

求められている。特に学生評価では，教育効果

を測ることは人間教育の成果を確かめることで

あるとされ，学生の学力や，学力の国際的通用

性などの教育成果が問われることになる9）。つ

まり，日々の授業の中でも国際的水準が問われ

ることになるのである。そこでは大学教員の教

育力養成が求められ，ファカルティ・ディベロッ

プメント（大学教員の個人的・集団的な教育力

の養成活動，あるいは，大学の授業の内容及び

方法の改善を図るための組織的な研究及び研修。

以下，FDという）は不可欠という考え方にあ

る。学生やカリキュラムの進化に加えて，教育

活動のフィードバックとして，教員自身やコー

ス，学部学科，大学自体も大きく進化していか

なければならないとされているlo）。大学評価は

従来のシステムを自ら見直す大きな機会となっ

ており，新しいシステムを導入して発展的に利

用していくような挑戦的・積極的な態度が，グ

ローバル時代の教育改革を成功に導くための鍵

であると考える。

2．新しい学生評価について

 学生評価の目標についての最も基本的な考え

方に，Scriven（1974）が示した6つの原則が
あるll）。

・学生の修めた学習成果について明瞭に記述す

 ること

・学習成果について学生自身が自己評価を行な

 える技術を磨き，良い結果に対する判断基準

 を身につける能力を養うことができるように

 すること

・良い成果を修めようとするように学生を動機

 づけること

・学習中にみられた学生の成長に関する教員の

 判断について伝えること

・学生が何を習得し，していないかについて情

 報を得られるようにすること

・期待される学習成果を修めた学生と，引き続
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き学習が必要な学生とを識別すること

 この考え方は現在に通じる重要な視点を私た

ちに与えてくれる。過去30年間にわたる成績評

価や学生評価に関する様々な研究をまとめ12），

アメリカ国内で統一的な基準を示そうという試

みは，Gullickson＆Joint Committee on
Standards for Educational Evaluation

（2003）として仕上げられている13）。これを読

むと，Scrivenの述べた原則が基本となってい

ることがよくわかる。さらにグローバル時代の

教育にあっては，Scrivenの原則が個々のクラ

スや学校内で実現されるだけでなく，国内外の

学校間でも共有されることを目指すべきだとい

うことがわかる。教員が一方的に評価を下すだ

けでなく，評価のプロセスにおいて学生自身に

将来の学習発展への道を見通す力をつけたり，

不足する知識や技術を見極める力をつけたりす

る。そうすることで，教育の意味や目標・目的

などが学生と教員との間で共有され，より良い

教育的判断を下すためになされている努力と成

果が学校間や地域間に理解され，国家を越えて

認識され保証されていくことになる。日々の授

業における評価目標は，世界の大学で共通して

目指すべき人間育成を評価するための目標につ

ながる。

 先に挙げたScrivenの時代から近年のJoint

Committeeにいたる教育研究の積み重ねは，

単にカリキュラム研究の発展を示すだけではな

い。それは教育界の国内的・国際的競争の時代

を超え，グローバル時代において協力や共生の

動きへと向かっていることを示すものでもある。

シラバスや教育内容，教育成果の評価などを含

めた学生の学びの体系を共有できるシステムを

構築し，システム内で学生がどこに移動しよう

とも，同等の価値判断基準を用いて学生の修学

を保障し認定できるようにしょうという試みで

ある。このようなシステム構築への動きにとも

なって，成績評価や学生評価に新しい制度を取

り入れようとする挑戦が国内外の数多くの大学

でみられる。学生評価に関する研究報告をみる

と，新しい成績評価および学生評価制度を定着

させるためには，新しい制度がこれを利用する

すべての人間によって明確に理解されることが

必須条件となっている。評価のしくみについて，

学生・教員・大学・高等教育界・学生の出て行

く地域社会の企業や団体など，あらゆる関係者

の間で等しい意味で解釈される必要があり，学

生の過去の努力と未来への可能性とをできるだ

け正確に判断する材料として利用されるような

文化が創り出されなければならないとしている。

ここに個々の学生評価の目標・目的は，世界の

教育文化全体の目標・目的となる。

 では，なぜ個々の判断基準ではなく，統一的

な基準でなければならないのか。Erickson

and Strommer（1991）は，成績評価や学生評

価の判断基準が個々の教員にゆだねられる危険

性について次のように述べている。ある教員は

一定レベル以下の学生を振り分けることだけに

焦点を当てて評価を使い，ある教員は優秀な学

生に高い得点を与えることでその科目により興

味をもってもらうことを目的に評価を使うかも

しれない。また，ある教員は評価を優しくする

ことで学生全員が授業を楽しめ，それによって

学習が進むことを願うかもしれないし，ある教

員は得点分布曲線に基づく相対評価を用い，学

期中に学生が示した成長や発達の量を全く考慮

しないかもしれない。こういつた個々の教員の

評価目標や評価基準は，評価に必要な公正性・

妥当性・有効性などを欠くものであり，特に高

等教育というレベルにおいては適当とはいえな

い'4）。近年高等教育で導入されている新しい評

価は，細かい到達度基準に基づいて評価判断を

下すcriterion-basedと呼ばれる絶対評価であ

る。しかしながら，絶対評価のみを使うことに

は負の要因もあることがわかっている。例えば，

スタート時点ですでに十分なレベルにあり，努

力しなくとも高成績を受けられるような学生と，

スタート時点では低いレベルにありながら相当

な努力をしてもそれほど高い水準に達すること

ができなかった学生とを公正に評価できない。

そのため，進歩の度合いを基本にした絶対評価

とすることが重要であるとされている15）。この

ような危険性を考慮しながらも，個々の細かな

基準に基づく評価は学生にも分かりやすく，教

員にとっても査定の判断が下しやすいのではな

いだろうか。到達目標の達成度によって，どの
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程度の評価を与えるかがあらかじめ決められて

おり，学習の過程において学生の目に見える形

で上達レベルが測定され報告されることで，さ

らに上を目差そうという意識を学生に動機づけ

ることができる。このように，過去30年間にお

いて高等教育関係者が学生評価に関してより明

確なガイドラインづくりや基準づくりに努力し

てきたことによって，評価の目標や目的，意味

や意義，評価方法や評価結果の利用の仕方など

がより明らかになってきている。本稿は，その

最も大きな成果が先に述べたJoint
Committeeの示した学生評価基準であると考
える。

 この学生評価基準によると，評価システムの

策定にあたっては，4つの原則にかかわる28の

基準を用いなければならない16）。4つの領域と

はProperty Starldards， Utility Standards，

Feasibility Standards， Accuracy Standards

である。第一のProperty Standardsは評価が

誰に帰属するかという権利の原則をさし，権利

を有するすべての関係者に対してアクセスが保

証されるとともに，当事者のプライバシーが守

られなければならないとする。ここには7つの

基準が設けられている。学生評価は学生サービ

スという観点から行われるべきであり，公平・

公正な方針と手続きが用意され，学生の福祉と

尊厳が尊重されるとともに，学生の教育発達の

機会を高めるように行なわれること。また，学

生の長所・短所がバランスよく把握できるよう

な情報を得る機会として準備・利用され，現実

を正直に誠実に映し出すものであって，学生や

教員の興味関心に妥協しないものであること。

 第二のUtility Standardsは実施上の原則を

さし，学生評価は情報を多く含んでおり，タイ

ミングよく実施され，学生に対して最大の効果

を果たすものでなければならないとする。ここ

にも7つの基準が設けられている。学生評価は

建設的なものであり，関係者には結果の利用方

法について理解されており，評価能力・知識・

技術をもった教員，すなわち評価資格を有する

教員によって実施されること。明確化され正当

化できる評価基準が用いられ，結果の報告は関

係者全員にタイミングよく，かつ教育効果を果

たすべく公表され，評価結果を受け取った当事

者へのフォローアップができるように実施され

ること。

 第三のFeasibility Standardsは現実性の原

則をさし，学生評価はダイナミックな現実の教

育現場に適した実効性・柔軟性のあるものでな

ければならないとする。ここには3つの基準が

含まれている。学生評価をするにあたっては，

真に必要な情報のみを必要に応じて収集するよ

うにし，質の高い情報を得るためには特定の教

育現場に影響を与えるあらゆる要因を予想して

準備がなされること。そのためには，十分な時

間的余裕をもって学生評価が用意されるべきで

あり，教員や関係者には必要なトレーニングや

資料が提供されること。

 第四のAccuracy Standardsは正確性に関す

る原則であり，11の基準が含まれている。学生

評価で間違った解釈が行なわれることのないよ

うに，適切な判断が下されるための信頼できる

情報が収集されるようにすること。学生に期待

する到達度が明示された上で，結果がどう評価

されたかについて説明できるようにすること。

学習経過に影響を与えた要因を個別の学生につ

いて把握でき，配慮できるようにすること。ま

た，系統的および定期的に情報が収集され分析

され，評価結果は自信をもって提示されるとと

もに，正当性について弁護できる資料の準備や

保管をしておくこと。これらの原理や基準を実

際にどのように応用していくのかについては，

学校レベルに即した事例が提示されており，こ

の基準面の翻訳を行なうことが必要であると考

える。

3．GPA制度導入をめぐる議論

 このような学生評価基準を実際の教育現場に

おいて政策や規定などに具現化していくことは，

大学や学部学科の大きな課題であるとともに，

教員一人ひとりの注意と努力を要する。本稿で

取り上げるGPA制度は学生評価という大きな

地図の一地点にすぎない。国内外の大学間で互

換可能な単位や成績の認定制度を敷こうとも，

土台となる成績評価や学生評価に共通する統一

された基準を用いなければ，それは砂上の城に
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すぎない17）。日本における近年のGPAをめぐる

議論をみても，GPA導入をもって学生評価制

度を整えたとする傾向の強いことが危惧される。

本稿では，このような危険性に陥らないように

するためにも，GPA制度導入にとどまること

なく，学生評価基準全体の整備が進められるこ

との重要性を唱えたい。

 大学改革のなかでは，学生の成績評価や単位

認定に関する見直しや改善が遅れぎみで，学生

への成績評価サービスは十分でないという指摘

がある。清水（2004＞によると18＞，学習の質的

向上を目指すために各大学はさまざまな改善や

工夫を試みているが，そのなかで授業シラバス

の作成や学生による授業評価は高い実施率（そ

れぞれ約98％と75％）となっている。一方，段

階ごとに細かく規定を設けた成績評価の実施に

ついては国立で約37％，公立で約46％，私立で

約68％となっており，四段階評価や合格ライン

のみ示しているところも半数近くあったとして

いる。そういった遅れが目立つなかでも，評点

について60点以上を合格ラインとする大学が大

部分の一方，50点以上と厳しくする大学や，成

績上位者用に秀（AA， A＋）を採用する大学な

どが一部みられたほか，GPA制度を導入して

いる大学もあったとしている。また，学期末や

学年末試験一回のみで成績をつけるとする大学

が約9割近くにのぼっていたのに対し，3年後

の大学基準協会による調査では，小テストや中

間テストを実施する大学が約4割に増えていた

とし，改革の速さが伺われる報告をしている。

 本学で導入されたGPA制度の詳細について

はここでは省く。GPA制度が日本の大学で広

く認識されたのは，『21世紀の大学像と今後の

改革方策について一競争的環境の中で個性が輝

く大学』（大学審議i会答申，1998年）からであ

る。答申では大学の社会責任として学生の卒業

時における質の確保が求められ，責任ある授業

運営と厳格な成績評価の実施が提言された。そ

のなかで参照例として紹介されたのがアメリカ

のGPA制度であるが，採用にあたっては各大

学の状況によるべきとされている。なお2004年

度には，大学中期計画でGPA制度に触れる大

学が増えたともされている19＞。GPA制度を早い

時期から導入している大学では，GPA制度を

評価制度全体のなかに位置づけ整備していく努

力が過去10年以上試みられており，先進大学が

日本の実情に合わせてどのような工夫をしてい

るのかに学ぶ動きがみられる。本研究では今後

そういった先進大学数校で聞き取り調査を予定

している。

 高等教育情報センター（2003）は，国際基督

教大学が50年前から，青森公立大学が10年前か

ら，山梨大学や桜美林大学が2年前からGPA

制度を導入した経緯と現状をまとめており参考

になる20）。この他，広島市立大学，上智大学，

関西国際大学等の事例報告もあり，インターネッ

ト上においても多くの大学で交わされた議論が

掲載されている。これらを見るとき，GPA制

度を採用するだけでなく，学生に対する学習環

境を整え，学習成果が学生自身および一般社会

に目に見える形にするための数多くの工夫がな

されていることがわかる。いくつか例示してみ

るならば，授業科目番号を難易度によって分類

して提示することで，学生が系統だった履修計

画をたてる目安がつけられるようにすること。

履修登録4週間後に履修科目を削除できる期間

をもうけたり，登録した単位を放棄した場合の

表示の種類を増やしたりして，病気や不可抗力

などの特別の事情と単なる放棄とを区別して配

慮すること。履修登録時に教員に履修計画や既

得単位数・成績などを示して相談する機会を設

けるアカデミック・アドバイザー制度。退学勧

告にいたらないようにするための段階的な学習

指導や，カウンセラーとの連携。GPAがC（2）

であった科目の最履修の権利を保障したり，大

人数のクラスにティーチング・アシスタントや

スチューゲント・ヘルパーなどをつけたりする

などの教育のインフラ整備。授業と数回にわた

る試験で何を教え，何を評価するかの教員研修

の実施などである。GPA制度導入にあたって

は，学生評価について学生や教員が十分理解で

き，シラバスを契約書とした授業がうまくいき，

学習が進むための研修やオリエンテーションを

数回にわたって行ったとされている。また，ビ

デオその他のメディアで入学以前の学生が理解

出来るように準備する大学もあった。学生に学
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習管理能力をつけ履修責任を負わすかわりに，

教員にも教育責任を問う。教育貢献・研究貢献・

学内貢献・社会貢献のうち教育貢献を第一に位

置づけて大学という公に帰属するとし，研究貢

献は個人に帰属するとしたのは青森公立大学で

ある。

 日本の大学がこのような動きをみせているな

か，GPA制度が生まれたアメリカにおいても

さまざまな論議がなされている。そのなかに，

高成績のインフレ現象（grade inflation）と

いわれるものがある。特に有名大学において，

近年「Aあるいは4 （90＋）」や「Bあるいは

3（80-89）」を取得する学生が目立っているこ

とをいう。従来，特に相対評価が行われていた

時代には，Aを取得できる学生は非常に限られ

ており，GPAで3．5以上を獲得する学生は全学

生のなかで最優秀者といわれる上位10％以内に

入っていることが予想できた。しかも，仮にそ

のような学生が有名大学の自然科学系で出てく

るようなことがあれば，その学生は天才に近い

か，学問的に非常に高い質をもっていると言わ

れていた。こういつた従来の傾向は，在学者数

が増加した1970年代から変わり始めた。この要

因については，第一にベトナム戦争の影響が大

きいと指摘する研究者もいる。当時はGPAが

3，0以上の学生は徴兵を免除されたことから，

大学教員が実際よりも高い成績で学生を評価す

る傾向があり，戦争終了後もこの習慣が維持さ

れたという。これが事実か否かは別として，高

成績のインフレ現象について別の疑問をなげか

ける研究者もいる。それは，Aを取得する学生

が非常に多くなったということは，A（4）は

もはや高成績でも優秀者でもなくなり，それに

つれてC（2）ではなくB（3）が平均となっ

てしまっているのではないかという問いかけで

ある。この場合，C（2）は平均以下となり，

GPA2．0以下の学生の退学勧告につながる。

 これに対し，Carney et a1（1978）はまた異

なった解釈をしている21）。Aが増加した要因は，

本稿で先に述べた個別項目ごとに達成度を測定

するCriterion-basedと呼ばれる絶対評価が導

入されたからであるという。一定の学習期間の

なかで期待され要求される到達目標や学習結果

が明確に示されたお陰で，学生たちが計画的・

系統的に学習プランを立てることができている

とする主張である。仮にクラスの8割が到達目

標を達成できたとすれば，その8割の学生すべ

てに同じ高得点を与えるしかない。相対評価で

は限られた高成績をめぐって競う相手であった

クラスメイトも，絶対評価では助け合ってお互

いに高成績を獲得することができる。後者の場

合，教師の教育成果も満足したものになる。も

し8割の学生が8割の達成度を示したならば，

その教員が準備した科目の内容や教え方，学生

に提示した教材類などは成果を挙げる良いもの

であったことが証明され，同時に学生の学習状

況も良かったことがわかる。このようなクラス

では「B（80-89）」が平均レベルとみなされ，

ここに達しない2割の学生は「C（70-79）」を

取得しても平均以下とみなされてしまう。

 先に挙げたベトナム戦争原因説は高成績のイ

ンフレ現象を否定的にとらえているが，その他

の説明は肯定的に解釈したものである。

Carneyはまた，この現象が教員評価の影響を

受けた良い徴候だという解釈も述べている。高

い教育成果を挙げた教員には昇進や昇給，終身

在職権などのさまざまな報酬が用意されている

ため，教員は研究活動とともに教育活動に力を

注ぐことになり，教育内容や教授法が改善され

た結果，学生の教育効果が上がり，高い成績を

取得する学生も増えたという。また，別の要因

として教育の型の多様化があるという。知識や

技能の注入だけでなく，体験型学習や実習系の

科目が増えたことで，学生が到達度をさまざま

な形で表現できる他，態度や行動なども評価さ

るようになった。これにより従来のペーパーテ

ストや実技以外の試験の選択肢が増え，そこで

到達度を示して高成績を取得する学生が増えた

というわけである。

 このような現象がアメリカで議論されている

のに反して，カナダでは高成績取得者の減少が

問題とされてきた（対比する意味で高成績のデ

フレ現象：grade deflationと呼ばれる）。例え

ば，本学と学生交流協定を締結しているカナダ・

ビショップス大学で使われている評価基準

（1990）によると，平均的な到達度をみせた学
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生には，アメリカのインフレ現象のようなBが

っくのでなく，「Cあるいは1（60-69）」をつ

けることになっている。GPAを適用しない科

目については合格ラインを50点としており，本

学の合格ラインより10点も低く設定されている。

カナダの大学の平均的な評点は，アメリカのも

のよりも10点程度低くなっており。Aを取得す

る学生の割合も低くなっている。こういつた場

合，アメリカ・センター大学で獲得した成績を

もつ交換留学生と，カナダ・ビショップス大学

で取得した成績をもつ交換留学生との間に不公

平感が生じる。このような論議は，GPA制度

がさらにグロバールスタンダードとして進化す

る必要性や，世界の大学間で目指す方向性を示

していると考える。

 最後に，成績評価や学生評価が適切になされ

ているか否かについて，学生自身や親，第三者

機関やメディアなどが番犬（Watch Dog）の

役割を果たす重要性をつけ加えたい。学生評価

基準の整備や改善には，多くの「目」が必要な

のである。さらに，学生の合格率や不合格率，

資格試験の合格率などの情報が収集され，大学

の格付けが公開されるような番犬（Watch

Dog）は，今後日本においても活発に利用され

ていくことが予想されている。学生や親がその

ようなメディアからの情報を利用して大学を選

択する傾向が今後ますます強まることを考える

と，学生への教育サービスの品質保証制度とし

ての学生評価システムの充実がまずすます必要

であることがわかる。

4．今後の課題

 本研究を通して，学生評価の国際基準につい

ての理解を深め，政策に反映し，具体的な実施

システムを構築していくことが日本の大学に求

められていることが明らかになった。国際基準

としての学生評価およびGPA制度を本学の実

情に合わせた形で生かしていくためには，次の

ような6つの研究課題があると考える。

・国際基準としての学生評価について原理や応

 用のしかた，実例などをまとめている

 Gullickson， A． R．（Chair） and The

 Joint Committee on Standards for

 Educational Evaluation（2003）を翻訳し，

 学生評価制度について教員全体が理解できる

 ようにすること

・上記の学生評価基準をもとにし，教員が利用

 できる学生評価マニュアルを作成すること

・GPA制度を採用している先進大学に聞き取

 り調査を行い，具体的な改善と工夫の取り組

 みについての事例を収集すること

・本学の学生にアンケート調査を行い，GPA

 制度下にある学生の意識の変化や履修管理

 能力の伸長について明らかにするとともに，

 GPA制度が適用されない学生と比較して効

 果を予測してみること

・学生交流協定を締結している海外の5大学と

 の間で，GPA制度と成績評価基準について

 互換性を検討すること

・FDや学生研修について効果的な方法を模索

 すること

 学生評価基準の枠組みや考え方は，入試制度

や免許資格の取得，単位認定，就職斡旋などに

も拡大することができると言われている22）。日

本で採用されたアドミッション入試制度などは，

学生評価基準が大きく変わったことを示す良い

例であろう。評価の測定を数字のみでなく，

言葉や態度や体験などさまざまな方法で行い表

現することは，学生という一人の人間評価の

質を高めることにつながると考えられている。

GPA制度導入の良し悪しを議論する時代を越

え，学生評価全体のしくみを改善していくこと

で，世界の大学教育全体がより良い人間教育を

目指すべきだという考え方に向かい始めている。

 この点において，ヨーロッパ連合（以下，

EUという）が試みている言語教育における一

つのヨーロッパの枠組み，あるいはパスポート

制度といわれるものは参考になる23）。25の加盟

国の言語が同等に尊重されるEUでは，言語教

育は教室や学内だけでなく，広く地域社会にお

いても学ばれ実践されると考えられている。そ

こで，学生の学業成績だけでなく，どこでどの

くらいの期間，どのように言語実習や実践がな

されたかなどの記録や批評，資格試験：の証明や

文書などが記載されたポートフォリオ
（Portfolio）あるいはパスポート（Passport）
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を作成する。これをもった学生がどの国に移動

しようとも，学習到達レベルが証明され保証さ

れるしくみを構築しようという試みがなされて

いる。そのなかで，成績評価基準についても統

一性を目指す研究がなされている。このような

システムが実現できれば，言語教育を超えて他

のさまざまな領域や科目に応用することができ

るのではないかと考えられている。このような

ヨーロッパの挑戦に対して，アジア・オセアニ

ア地域では本稿で前述したUMAP制度があり，

ここでも同様の研究がなされていくことが望ま

れる。

おわりに

 教育改革や大学改革真っ只中の今日，大学教

育にかかわる教員は過剰な仕事に追われること

を恐れ，最小限の改革で終わらせようとする傾

向にあるといわれている。一方，改革の行く末

を見据え，どのようにすることが最も効果的な

教育成果につながるのかを見通し，変革を積極

的な機会としてとらえることが必要であるとも

いわれる。GPA制度導入は，学生評価全体を

改善する最も良い第一歩となり，学生への教育

サービスを向上することにつながる。また，学

生自身にとっても，自己の学習経歴を証明し，

未来の学習プランを立てるための道しるべとな

る。国内外の高等教育機関にとっては，人間形

成の成果を地域社会や国際社会で公認してもら

う手立てとなる。個々の教員のレベルで，さら

にはコースや学部学科，大学が協力して説明責

任を果たすという意識をもち，具体的な方策の

一つとしてのGPA制度や学生評価制度の進展

に取り組むことが望まれる。
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